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K-63 胆道結石除去用カテーテル（採石用バスケット）と胆道結石除去用

カテーテル（砕石用）（併算定） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、内視鏡的胆道結石除去術等を実施する際、胆道結石除去用

カテーテル（採石用バスケット）と胆道結石除去用カテーテル（砕石用）

の併算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 胆道結石除去用カテーテル（砕石用）は、結石を摘出するための機能が

備わっているが、胆道結石除去用カテーテル（採石用バスケット）とはバ

スケットの形状が異なるため、両者のカテーテルは必要な場合があり、併

算定は認められると整理した。 

 


